
1 

 

実施方針（案） 令和７年２月修正箇所 

 

NO 項目 
実施方針（案）今回 実施方針（案）前回 

修正後 頁 修正前 

１ 

第２章 業務内容に

関する事項 

８．事業方式の概要 

ごみ焼却施設の管理運営業務期間は、基幹的設備改

良工事期間を含めた約 25 年間、し尿処理施設につい

ては約 11 年間、関連施設は約 25 年間とする。 

５ 

ごみ焼却施設の管理運営業務期間は、基幹的設備改良

工事期間を含めた 26 年間、し尿処理施設については

11 年間、関連施設は 26 年間とする。 

２ 

第２章 業務内容に

関する事項 

９．契約の形態 エ 

なお、本事業では、本市、建設事業者、ごみの外部搬

出事業者の３者契約を想定している。 ６ 

なお、本事業では、本市、管理運営事業者、ごみの外

部搬出事業者の３者契約を想定している。 

３ 

第２章 業務内容に

関する事項 

９．契約の形態 オ 

なお、本事業では、本市、建設事業者、ごみの外部処

理事業者の３者契約を想定している。 ６ 

なお、本事業では、本市、管理運営事業者、ごみの外

部処理事業者の３者契約を想定している。 

４ 

第２章 業務内容に

関する事項 

10．事業期間 

・基幹的設備改良工事 

ごみ焼却施設、管理棟：５年間（令和８～令和

12 年度） 

・管理運営業務（改良工事中含む） 

 ごみ焼却施設：25 年間（令和８～令和 32 年度） 

し尿処理施設：11 年間（令和８～令和 18 年度） 

他関連施設：25 年間（令和８～令和 32 年度） 

６ 

・基幹的設備改良工事 

ごみ焼却施設、管理棟：６年３か月間（令和７～

令和 13 年度） 

・管理運営業務（改良工事中含む） 

 ごみ焼却施設：26 年間（令和８～令和 33 年度） 

し尿処理施設：11 年間（令和８～令和 18 年度） 

他関連施設：26 年間（令和８～令和 33 年度） 

５ 

第２章 業務内容に

関する事項 

11．事業期間終了後

の措置 

ごみ焼却施設については、運営 20 年目（令和 27 年

４月以降）から、本市及び事業者は協議を開始する

こと。 
６ 

ごみ焼却施設については、運営 21 年目（令和 28 年４

月以降）から、本市及び事業者は協議を開始すること。 
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NO 項目 
実施方針（案）今回 実施方針（案）前回 

修正後 頁 修正前 

６ 

第２章 業務内容に

関する事項 

14．留意事項  （１） 

令和８年度から令和 12 年度までの基幹的設備改良

工事期間は、１炉運転または全炉停止期間が生じる

ため、その期間はごみを廃棄物処理事業者へ搬出

し、処理（それに伴って発生する焼却灰等の処理を

含む）することとする。 

なお、ごみの外部搬出、処理は本市、建設事業者、当

該事業者の３者契約とする。 

９ 

令和８年４月から令和 14 年３月までの基幹的設備改

良工事期間は、１炉運転または全炉停止期間が生じる

ため、その期間はごみを廃棄物処理事業者へ搬出し、

処理することとする。 

なお、ごみの外部搬出、処理は本市、管理運営事業者、

当該事業者の３者契約とする。 

７ 

第２章 業務内容に

関する事項 

18．事業スケジュー

ル（予定） 

契約締結日：令和８年５月 

ごみ焼却施設工事期間： 

令和８年５月～令和 13 年３月末 

管理運営事前準備期間： 

令和８年６月～令和８年８月末 

ごみ焼却施設管理運営期間： 

令和８年９月～令和 33 年３月末 

し尿処理施設管理運営期間： 

令和８年９月～令和 19 年３月末 

関連施設管理運営期間： 

令和８年９月～令和 33 年３月末 

事業終了：令和 33 年３月末 

10 

契約締結日：令和７年 12 月 

事前準備期間：令和８年１月～３月末 

ごみ焼却施設工事期間： 

令和８年４月～令和 14 年３月末 

ごみ焼却施設管理運営期間： 

令和８年４月～令和 34 年３月末 

し尿処理施設管理運営期間： 

令和８年４月～令和 19 年３月末 

関連施設管理運営期間： 

令和８年４月～令和 34 年３月末 

事業終了：令和 34 年３月末 

８ 

第４章 事業者の募

集及び選定に関する

事項 

２．募集及び選定ス

①実施方針の公表：令和７年６月中旬 

②特定事業の選定・公表：令和７年６月中旬 

③入札公告及び入札説明書等の公表： 

令和７年７月上旬 

12 

①実施方針の公表：令和７年２月上旬 

②特定事業の選定・公表：令和７年２月下旬 

③入札公告及び入札説明書等の公表： 

令和７年４月上旬 
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NO 項目 
実施方針（案）今回 実施方針（案）前回 

修正後 頁 修正前 

ケジュール（予定） ④第１回入札説明書等に関する質問受付期限 

（入札参加資格に関する質問）：令和７年７月下旬 

⑤第１回入札説明書等に関する質問回答の公表： 

令和７年８月上旬 

⑥入札参加資格審査書類受付期限： 

令和７年８月中旬 

⑦入札参加資格審査結果通知：令和７年８月下旬 

⑧第２回入札説明書等に関する質問受付期限  （入札

参加資格以外に関する質問）：令和７年９月上旬 

⑨第２回入札説明書等に関する質問回答の公表： 

令和７年９月下旬 

⑩対面的対話の確認事項の受付期限： 

令和７年 10 月上旬 

⑪対面的対話：令和７年 10 月中旬 

⑫対面的対話の確認事項に対する回答の公表： 

令和７年 11 月上旬 

⑬事業提案書の受付期限：令和７年 11 月下旬 

⑭事業者プレゼンテーション：令和８年１月中旬 

⑮落札者決定及び公表 （審査講評） ：令和８年２月上旬 

⑯基本協定締結：令和８年２月下旬 

⑰事業契約仮契約締結（SPC を設立する場合は特定

事業仮契約締結）：令和８年４月中旬 

⑱事業契約本契約締結：令和８年５月中旬 

④第１回入札説明書等に関する質問受付期限 

（入札参加資格に関する質問）：令和７年４月下旬 

⑤第１回入札説明書等に関する質問回答の公表： 

令和７年５月上旬 

⑥入札参加資格審査書類受付期限： 

令和７年５月中旬 

⑦入札参加資格審査結果通知：令和７年５月下旬 

⑧第２回入札説明書等に関する質問受付期限 （入札

参加資格以外に関する質問）：令和７年６月上旬 

⑨第２回入札説明書等に関する質問回答の公表： 

令和７年６月下旬 

⑩対面的対話の確認事項の受付期限： 

令和７年６月下旬 

⑪対面的対話：令和７年７月上旬 

⑫対面的対話の確認事項に対する回答の公表： 

令和７年７月中旬 

⑬事業提案書の受付期限：令和７年８月下旬 

⑭事業者プレゼンテーション：令和７年 10 月上旬 

⑮落札者決定及び公表 （審査講評） ：令和７年 10 月中旬 

⑯基本協定締結：令和７年 10 月下旬 

⑰事業契約仮契約締結（SPC を設立する場合は特定事

業仮契約締結）：令和７年 12 月中旬 

⑱事業契約本契約締結：令和７年 12 月下旬 
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NO 項目 
実施方針（案）今回 実施方針（案）前回 

修正後 頁 修正前 

９ 

第 4 章 事業者の募

集及び選定に関する

事項 

３．事業参加に関す

る条件 

ただし、ごみの外部搬出業務を担当する者、ごみの

外部処理業務を担当する者、焼却灰等の運搬業務を

担当する者、焼却灰等の資源化業務を担当する者及

び焼却灰等の処分業務を担当する者についてはこの

限りではない。 

12 

ただし、焼却灰等の運搬業務を担当する者、焼却灰等

の資源化業務を担当する者、焼却灰等の処分業務を担

当する者についてはこの限りではない。 

10 

第 4 章 事業者の募

集及び選定に関する

事項 

３．事業参加に関す

る条件（２）４）④ 

④前記②及び③に掲げる要件を満たす者を専任配置

でき、かつごみ焼却施設の運転管理開始前の準備

期間（令和８年６月以降を予定）から運転習熟訓

練に参加させ、令和８年９月から専任配置できる

者であること。 

14 

④前記②及び③に掲げる要件を満たす者を専任配置

でき、かつごみ焼却施設の運転管理開始前の準備期

間（令和８年１月以降を予定）から運転習熟訓練に

参加させ、令和８年４月から専任配置できる者であ

ること。 

11 

第 4 章 事業者の募

集及び選定に関する

事項 

３．事業参加に関す

る条件（２）６）④ 

④前記②及び③に掲げる要件を満たす者を専任配置

でき、かつし尿処理施設の運転管理開始前の準備

期間（令和８年６月以降を予定）から運転習熟訓

練に参加させ、令和８年９月から専任配置できる

者であること。 

15 

④前記②及び③に掲げる要件を満たす者を専任配置

でき、かつし尿処理施設の運転管理開始前の準備期

間（令和８年１月以降を予定）から運転習熟訓練に

参加させ、令和８年４月から専任配置できる者であ

ること。 

12 

実施方針添付資料 

スキーム図①～④ 

※ごみの外部搬出事業者、ごみの外部処理事業者は、

本市、建設事業者との３者契約を予定している。

焼却灰等運搬事業者、焼却灰等資源化事業者、焼

却灰等処分事業者は、本市、管理運営事業者との

３者契約を予定している。 

26 

～ 

29 

※ごみの外部搬出事業者、ごみの外部処理事業者、焼

却灰等運搬事業者、焼却灰等資源化事業者、焼却灰

等処分事業者は、本市、管理運営事業者との３者契

約を予定している。 

13 

実施方針添付資料 

基幹的設備改良工事

対象範囲（案） 

燃焼設備 

④燃料貯留槽 区分：対象 33 

燃焼設備 

④燃料貯留槽 区分：対象外 
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NO 項目 
実施方針（案）今回 実施方針（案）前回 

修正後 頁 修正前 

14 

実施方針添付資料 

リスク分担（案） 

工事段階 

39：ごみの外部搬出事業者 

 基幹的設備改良工事中におけるごみの外部搬出事

業者に関するもの（事業者分担分に限る） 

40：ごみの外部処理事業者 

 基幹的設備改良工事中におけるごみの外部処理事

業者に関するもの（事業者分担分に限る） 

 

運営段階 

57：焼却灰等運搬事業者 

 焼却灰等の運搬事業者に関するもの（事業者分担

分に限る） 

59：焼却灰等処分事業者 

 焼却灰等の処分事業者に関するもの（事業者分担

分に限る） 

36 

～ 

37 

運営段階 

54：ごみの外部搬出事業者 

 基幹的設備改良工事中におけるごみの外部搬出事

業者に関するもの 

55：ごみの外部処理事業者 

 基幹的設備改良工事中におけるごみの外部処理事

業者に関するもの 

 

運営段階 

57：焼却灰等運搬事業者 

 焼却灰等の運搬事業者に関するもの 

59：焼却灰等処分事業者 

 焼却灰等の処分事業者に関するもの 

 


